
訪問介護 重要事項説明書 
 
１、事業所の概要 

事業所名      笛吹市社会福祉協議会 訪問介護事業所 
所在地       山梨県笛吹市八代町南９１７番地 
事業者指定番号   「１９７１８００３５２」 
管理者       水上 友華 
電話番号      ０５５－２６５－５２３３ 
サービス提供地域  笛吹市 

 
２、事業所の運営方針 

当事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じた日常生活を営むこと

ができるよう入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行い、家族の身体

的及び精神的負担の軽減に努めるとともに、適切な訪問介護サービスの提供を行います。 
 
３、営業日及び営業時間   

営業日       月曜日～日曜日及び祝祭日とする 
営業時間      午前６時００分～午後１０時００分 

             午後１０時００分以降及び緊急時は電話（転送あり）にて対応  
             
４、事業所の職員体制 
   管理者 １名以上  サービス提供責任者 1 名以上  訪問介護員 2.5 名以上 
 
５、訪問介護サービスの主な内容 
 ① 身体介護：入浴・排泄・食事等の介護を行います。 
 ② 生活援助：調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活の援助を行います。 
 
 担当訪問介護員           資格 介護福祉士 電話０５５－２６５－５２３３      
 
６、利用料金 
サービスを利用した場合の｢基本利用料｣は以下のとおりです。｢利用者負担金｣は原則として負

担割合証に応じた基本利用料の割合の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービ

スを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 
（１）利用料金表 
● 訪問介護（要介護１～５） 
ア 基本利用料（特定事業所加算（Ⅱ）適用） 

サービス内容 基本利用料 
利用者負担 

(1 割) 
利用者負担 

  (2 割) 
利用者負担 

  (3 割) 

身体介護 
中心型 

20 分以上 30 分未満 2,680 円 268 円 536 円 804 円 

30 分以上 1 時間未満 4,260 円 426 円 852 円 1,278 円 

身体介護に引き続き 
生活援助を行なう場合 

20 分以上 
45 分以上 
70 分以上 

3,400 円 
4,110 円 
4,830 円 

340 円 
411 円 
483 円 

680 円 
822 円 
966 円 

1,020 円 
1,233 円 
1,449 円 

生活援助 
中心型 

20 分以上 45 分未満 1,970 円 197 円 394 円 591 円 
45 分以上 2,420 円 242 円 484 円 726 円 

※ ケアプランに基づき利用者の心身の状況等により、１人の訪問介護員によるサービス提供

が困難であると認められた場合は、利用者の同意を得た上で、２人の訪問介護員によるサービ

ス提供を行います。その際には、上記金額の２倍になります。 
 
イ 加算 
以下の要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 
① サービスの実施による加算 

加算の種類 要 件 利用料 
利用者負担 

1 割 2 割 3 割 

夜間・早朝 
加算 

夜間（18時～22時）、早

朝（6時～8時）にサー

ビスを提供した場合 

１回につき  
基本利用料の

25％加算 

左記に準

ずる 
左記に準

ずる 
左記に準

ずる 

緊急時訪問介護加

算 

利用者や家族等からの

要請を受け、緊急に身

体介護サービスを行っ

た場合 

１回につき  
1,000円 

100 円 200 円 300 円 

初回加算 

新規に訪問介護計画を

作成した利用者に、サ

ービス提供責任者が自

ら訪問介護を行うか他

の訪問介護員に同行し

た場合 

１月につき  
2,000円 

200 円 400 円 600 円 

 
（２）その他の加算 
介護職員等処遇改善加算Ⅲ…  月の利用総単位に 18.2％を乗じた額が加算されます。 

 

（３）利用料の支払い方法 
利用料金は１ヶ月ごとにまとめて請求いたしますので、次のいずれかの方法によりお支払い

ください。 
①口座引き落とし… サービスを利用した月の翌月の２７日(祝休日の場合は直後の平日)に
指定された口座より引き落とします。 
②現金払い… サービスを利用した月の翌月の２０日までに、現金でお支払いください。  

 
キャンセル料 

①ご連絡のない場合は、利用料金の６０%を請求します。 
 ②前日までのご連絡の場合は、キャンセル料は不要です。 
 ③利用者の病状の急変などの場合には、キャンセル料は不要です。 
 ④原則としてキャンセル料は現金でお支払いください。 
 
7、サービス利用に関する留意事項 
（1）訪問介護員の交替 
 ①選任された訪問介護員等の交替を希望する場合は、その理由を明らかにして、事業者に対

し訪問介護員等の交替を申し出ることができます。但し、特定の訪問介護員の指名はできま

せん。 
  



②事業者の都合により、訪問介護員等を交替することがあります。その場合は利用者及びその

家族に対しサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。 
 
（2）訪問介護員等の禁止行為 
 ①医療行為や金銭の管理。 
 ②利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供。 
 ③庭の草取り、植木の剪定、ペットの世話、窓のガラス磨きなど。 
 
8、虐待防止について 
（1）利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置を次のとおりとします。 

①虐待防止に関する責任者 管理者 水上 友華 
②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知

徹底を図っています。 
③虐待防止のための指針の整備を行っています。 
④職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 
⑤笛吹市包括支援センター、警察等との虐待等における通報先との連携や協力に努めます。 

 
９、 身体拘束に関する事項 
①利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体拘束を行いません。 
 ②身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録します。 
 

10、衛生管理等 

(1)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に揚げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむ

ね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底しています。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

11、業務継続計画の策定等について 
（1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的 

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計 

画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（2）職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に 

実施します。 

（3）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
 
12、暴言・暴力・ハラスメントについて 
（1）暴言・暴力・ハラスメントに対するために必要な措置を次のとおりとします。 

①ハラスメントに対する法人責任者 事務局長 小尾 恭一 
②暴言・暴力・ハラスメントに対し組織、地域で適切な対応を図ります。 
③職員に対する暴言・暴力・ハラスメントを防止し、啓発、普及するための研修を実施して

います。 
④暴言・暴力・ハラスメント行為が利用者やその家族から、その職員に対してあった場合に

は契約の解除だけでなく、法的な措置と共に損害賠償を求める事があります。 
 
 

13、苦情の受付について 
①当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。 

  ○苦情受付窓口（担当者）水上 友華   
  ○受付時間   月曜日～金曜日（午前８時３０分～午後５時１５分） 

○電  話   ０５５－２６５－５２３３   ＦＡＸ ０５５－２６５－４４８８ 
 ②行政機関その他苦情受付機関 
  ○笛吹市 保健福祉部 介護保険課       電話：０５５－２６１－１９０３ 

○山梨県国民健康保険団体連合会苦情担当窓口  電話：０５５－２３３－９２０１ 
 

14、緊急時、事故発生時の対応 
利用者に病状の急変など緊急の事態や事故が発生した場合は、速やかに主治医又は協力医

療機関に連絡し、必要な措置を講じます。 

①主治医：                  連絡先              

②協力医療機関：               連絡先                  

③緊急連絡先：氏名              連絡先              

        氏名              連絡先                 

 
15 損害賠償 
 サービスの提供にあたって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産

に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。ただし、事業者に故意・過失がない場

合には、この限りではありません。なお、利用者の傷害補償などの損害賠償保険に加入して

います。 
 
16、第三者評価 

外部業者による第三者評価は実施していません。 

 

令和  年  月  日 
 
  訪問介護サービス契約の締結に当たり、重要事項を説明いたしました。 
 
事業所所在地  笛吹市八代町南９１７番地 
   名 称  笛吹市社会福祉協議会 訪問介護事業所 

説明者  氏 名               印 

サービス契約の締結に当たり重要事項の説明を受けました。 

利用者  住所                  氏名             印 

代理人  住所                  氏名             印 


